
 

 

令和 7 年 3 月 3 日 

 

事   業   主  様 

 

名古屋薬業健康保険組合 

業務課 052-211-2439 

 

 

任意継続被保険者の標準報酬月額上限の改定について 

 

日頃は、当健康保険組合の事業運営につきまして格別のご理解とご協力を賜り厚

くお礼申し上げます。 

さて、任意継続被保険者の保険料にかかる標準報酬月額は、健康保険法第 47 条

に基づき「資格喪失時の標準報酬月額」または「前年の 9 月末における当健康保険

組合の全被保険者の平均標準報酬月額（以下、「平均月額」という。）のいずれか低

い月額」と規定されており、翌年度の 4 月から適用されることになっております。 

令和 6 年 9 月末の「平均月額」は、３６０千円となりましたので、令和 7 年度

の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は４月より３４０千円から３６０千円

に改定となりますのでお知らせいたします。 

なお、保険料率については、9.9%に変更はございません。 

 

記 

 

合　計 40,460円 42,840円（+2,380円）

３６０千円

介護保険料率

令和７年３月まで 令和７年４月から

３４０千円
適用される
標準報酬月額

健康保険料

（4０歳以上65歳未満の方）

33,660円 35,640円（+1,980円）

6,800円 7,200円（+400円）

 

 

 

 

 

 


